
 

 

 

 

 

 

志免町において、これからボランティア活動や地域福祉活動を始める、もしくは活動を始めた 

ばかりの「ボランティア団体」および「福祉団体」などを対象に、その活動を支援するため、 

『赤い羽根共同募金配分金』を財源に助成金を交付します。 

（書類審査、必要に応じてヒアリングを行います。） 

詳しい募集要項や申請用紙は、志免町社会福祉協議会窓口やホームページに掲載しています。 

関心のある方は、志免町社会福祉協議会までお問い合わせください。 

 

 

 

主に志免町内を活動範囲として、ボランティア活動等をこれから始める、もしくは活動を始 

 めて１年未満の団体で、以下のとおりとします。（ただし、町内会は含みません。） 

 

１．高齢者、障がい児・者、児童などの福祉向上のために活動を始めようとしている、もし 

  くは活動を開始して１年未満の「ボランティア団体」または「当事者団体」、「当事者の 

家族団体」 

２．「ボランティア団体」あるいは「当事者団体」、「当事者の家族団体」等、複数の団体が 

ネットワーク化を図り、地域のさまざまな福祉ニーズに対応することを目的とした連絡会 

   ３．その他、地域福祉活動の推進のため、特に必要と認められる団体 

※その他に団体として、必要な要件を満たす必要があります。詳しくは募集要綱などを 

ご確認ください。 

 

 

 

  以下の事業に関わる経費に助成を行います。【募集期限 令和８年 8 月 10 日（月）必着】 

助成対象事業 助成対象事業詳細 金 額 

新規団体活動運営費 

これから活動を始めるボランティア団体および 

福祉団体が、活動を行うために必要な運営費。 

備品購入費用も併せて申請が可能。 

最大５万円／年 

（その内、備品購

入費用は３万円を

上限とします） 

※原則として、町など公的機関から助成を受けている団体は対象外となります。 

 

 【お問い合わせ・申込先】社会福祉法人 志免町社会福祉協議会 

〒811-2202 志免町大字志免 451-1総合福祉施設シーメイト内 

TEL092-937-3011/FAX092-936-9067  

E-mail：shime@shime-shakyo.or.jp  

URL http://www.shime-shakyo.or.jp 

 

ボランティア団体・福祉団体の活動を支援します！！ 

令和８年度【後期】新規団体活動運営費交付団体募集  

助成対象事業 

 

対象団体 

 

 

  

 

 

 

 

この事業は「赤い羽根共同募金」の配分金で実施しています。 


